
	（別表）　認知症の症状のある高齢者および寝たきり高齢者認定基準
	障害者控除
対象者認定内容
	認　定　根　拠

	特別障害

知的障害
（重度）に準ずる
	「日常生活における基本的な動作（食事・排泄・入浴・洗面・着脱衣等）が困難であって、介助を必要とする」もしくは「失禁・異食・興奮・多動その他の問題行動を有し、常時注意を必要とする」のいづれかであり、日常生活において常に介護を要する程度が重度である。この状態が６ヶ月以上にわたる場合。
1 厚生労働省老老発第0930第2号
厚生労働省老健局老人保健課長通知
「主治医意見書記入の手引き」より
認知症高齢者の日常生活自立度
（Ⅲａ　Ⅲｂ　Ⅳ　Ｍ）
②①に準ずる障害程度が判明できる医師診断書等の提出が
あった場合


	普通障害

知的障害
(軽中度)に準ずる
	「日常生活における基本的な動作（食事・排泄・入浴・洗面・着脱衣等）が困難であって、介助を必要とする」もしくは「失禁・異食・興奮・多動その他の問題行動を有し、常時注意を必要とする」のいづれかであり、日常生活において常に介護を要する程度が中軽度である。この状態が６ヶ月以上にわたる場合。
①厚生労働省老老発第0930第2号
　厚生労働省老健局老人保健課長通知
　「主治医意見書記入の手引き」より
認知症高齢者の日常生活自立度
（　Ⅱｂ　）
②①に準ずる障害程度が判明できる医師診断書等の提出が
あった場合


	特別障害

寝たきり高齢者
	6ヶ月以上臥床し、食事排便等の日常生活に支障のある状態
①厚生労働省老老発第0930第2号
厚生労働省老健局老人保健課長通知
「主治医意見書記入の手引き」より
障害高齢者の日常生活自立度　
（B　C）
②①に準ずる障害程度が判明できる医師診断書等の提出が
あった場合




































